
茨城県土木部が発注する週休２日制促進工事の実施要領 

 

(目的) 

第１条 この要領は、建設業界における担い手確保のための取組みの一環として、休暇の拡大を促進す

るために実施する週休２日制促進工事（以下「週休２日促進工事」という。）の発注等をするため、

必要な事項を定めるものである。 

 

(用語の定義) 

第２条 週休２日制とは、第３条に規定する完全週休２日制又は４週８休制いずれかの形式により施工

することをいう。 

２ 現場閉所日とは、予め定めた現場の休工日のことをいい、予定外の休工日は含めない。 

３ 現場とは、工事目的物を設置する現場のことをいい、工場製作としての現場は含めない。 

４ 休工日とは、通行規制に伴う交通誘導作業や現場の安全確認のための見回り等現場管理に必要な作

業を除き、下請け企業等も含め終日一切の現場作業（現場事務所での事務作業を含む）を行わない日

のことをいう。但し、「緊急対応のための工事」で、予め定めた休工日であっても発注者の指示によ

る作業を行った場合は、例外として休工日とみなす。 

５ 経費補正等基準とは、週休２日制での施工を設計図書に位置付けて施工する場合に適用する積算基

準（各種経費の補正基準）のことをいう。 

 

（形式） 

第３条 形式は、次のとおりとする。 
（１）完全週休２日制 

イ 対象期間 
工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、工場製作のみの期間、工事全体を

一時中止とした期間、夏季・年末年始休暇期間は除く。 
ロ 現場閉所対象日 

対象期間における全ての土曜日並びに日曜日とする。なお、受注者の都合により、土曜日

又は日曜日に工事等を行おうとする場合、事前に監督員と協議のうえ振替現場閉所日を設定

することとする。振替現場閉所日は、同一週内において設けることを原則とするが、土曜日

の振替現場閉所日は翌週内に設けることも可とする。 

 
（２）４週８休制 

    イ 対象期間 
  第３条（１）イに同じ 

ロ 現場閉所対象日（１ヶ月以上） 

      対象期間の月単位で28.5％（２／７）の現場閉所日とする。なお、月とは、対象期間内の

月の最初の日曜日から、最後の日曜日が属する週の土曜日までをいう。また、受注者の都合

により、第６条に基づき設定した現場閉所日に工事等を行おうとする場合、受注者は、事前

に監督員と協議のうえ振替現場閉所日を設定することとする。振替現場閉所日は、現場閉所

日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とするが、月単位の最終週にあっては、翌月の

第一週内に設けることも可とする。 

ハ 現場閉所対象日（１ヶ月未満） 

現場作業を行う期間が１ヶ月に満たない場合は、週単位で28.5％（２／７）の現場閉所日



とする。また、受注者の都合により、第６条に基づき設定した現場閉所日に工事等を行おう

とする場合、受注者は、事前に監督員と協議のうえ振替現場閉所日を設定することとする。

振替現場閉所日は、現場閉所日と同じ週単位の範囲内で設けることを原則とするが、翌週内

に設けることも可とする。 

 

(週休２日促進工事の対象) 

第４条 現場作業を行う期間が５日間以上と想定される工事は、原則すべてを週休２日促進工事の対象

とする。ただし、やむを得ない事由により、週休２日促進工事を適用できないと発注者が判断する工

事は対象外とする。 

 

(週休２日促進工事の発注方式) 

第５条 週休２日促進工事は、次の各号のいずれかの方式により発注することとする。 

(1)発注者指定型 

・発注に際しては、特記仕様書に発注者指定型である旨明示することとする。 

・契約後、受注者の希望に基づき、完全週休２日制又は４週８休制のいずれかの形式を受発注者

協議により決定することとする。なお、形式決定後の変更はできないものとする。 
・発注時の予定価格算定にあたっては、別に定める経費補正等基準により経費補正等を行うこと

とする。 

 

 (2)受注者希望型 

・発注に際しては、特記仕様書に受注者希望型である旨明示することとする。 

・週休２日制に取組む場合は、契約後、受注者の希望に基づき、完全週休２日制又は４週８休制

のいずれかの形式を受発注者協議により決定することとする。なお、形式決定後の変更はでき

ないものとする。 

・受発注者協議により週休２日制での施工が決定した場合は、別に定める経費補正等基準に 

より、設計変更することとする。 

 

２ 前項の(1)、(2)の各方式の適用基準は、以下の各号による。 

(1) 第４条に規定する対象工事は、原則、全てに発注者指定型を適用する。 

(2) 第４条に規定する対象工事のうち、発注者指定型を適用することが不適当と発注者が判断する工事

については、受注者希望型を適用することができる。但し、本号の規定は限定的な適用に留めるこ

と。 

 

(実施工程の作成) 

第６条 発注者指定型の週休２日促進工事受注者、受注者希望型の週休２日促進工事受注者のうち受発

注者協議により週休２日制での施工が決定した受注者（以下「受注者」という。）は、工事着手まで

に、週休２日制で施工するための実施工程を立て、監督員と協議することとする。 

  なお、第５条に定める受発注者協議の結果、完全週休２日制を適用する場合は、現場閉所日を対象

期間の土曜日、日曜日に設定するものとし、４週８休制を適用する場合は、対象期間の月単位で

28.5％（２／７）の現場閉所日を設定するものとする。現場作業を行う期間が１ヶ月に満たない場合

は、対象期間の週単位で28.5％（２／７）の現場閉所日を設定するものとする。 

 



(工期の延長) 

第７条 第６条に基づき実施工程を定めた結果、契約工期内に工事を完成できないことが判明した場

合、受注者は、工事請負契約約款第１８条、第２１条及び第２３条の規定による工期の延長変更を請

求することができる。 

 

 

(受注者の取組事項) 

第８条 受注者は、週休２日制による施工について、下請企業等に説明を行ったうえで実施することと

する。 

２ 受注者は、土木工事保安対策技術指針に基づき設置する標示板（工事中看板）及び工事説明看板

に、週休２日制で施工することを標示することとする。 

３ 受注者は、適宜、次の各号に掲げる書類等を監督員に対し提示し、現場閉所の実績について確認を

受けることとする（工事完成通知書の提出までに、全ての現場閉所実績について確認）。 

(1)工事現場の労働者の勤務状況がわかる書類（月間・週間工程表、作業日報等） 

(2)下請企業等の労働者の場合は、当該工事における当該下請企業の作業期間及び内容等がわかる 

書類（作業日報等） 

(3)月単位で現場閉所日の割合が把握できる書類（４週８休制のみ、(1)、(2)に基づき現場閉所日を

集計した資料等） 

 

（発注者の配慮） 

第９条 発注者は、受注者が週休２日制による工事を円滑に実施できるよう、次の各号に配慮すること

とする。 

(1) 第６条で定める実施工程による工事実施を妨げるような指示等を行わないこと。 

(2) 第７条で定める受注者からの工期の延長変更の請求に対して柔軟に対応すること。 

(3) 受注者からの協議等にはできる限り速やかに対応すること。 

 

（工事成績評定等） 

第10条 週休２日促進工事を通じ実施された休暇拡大に向けた受注者の取組について、工事成績評定に

おいて考慮することとする。 

２ 週休２日促進工事のうち、発注者指定型の受注者が、契約締結後に判明したやむを得ない事由等が

無いにもかかわらず、設計図書に基づく週休２日制による施工に取組む意思が見られない場合、契約

条件違反として取り扱う。 

３ 週休２日促進工事のうち、受注者希望型の受注者が、受発注者協議により週休２日制で施工すると

したにも関わらず、週休２日制による施工に取組む意思が見られない場合、契約条件違反として取り

扱う。 

 

 

附 則 

この要領は、令和元年６月１７日から入札公告等をする工事から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和元年１２月９日以降に完成する工事から適用する。 

 



附 則 

この要領は、令和２年１０月１日以降に起工決議する工事から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日以降に起工決議する工事から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年１０月１日以降に起工決議する工事から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和４年１０月１日以降に起工決議する工事から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年 ４月１日以降に起工決議する工事から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和６年 ４月１日以降に起工決議する工事から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和８年 １月１日以降に起工決議する工事から適用する。 

 



週休２日制促進工事における「振替現場閉所日」の取扱いについて（Ｑ＆Ａ） 

 
 

令和８年１月      
茨城県土木部検査指導課 

 
 

茨城県土木部が発注する週休２日制促進工事の実施要領第３条に規定する「振替現場閉所日」の取扱

いに関し、問い合わせが多い事項についてＱ＆Ａ方式でとりまとめましたので参考としてください。 
要領第３条 
（１） 完全週休２日制 

イ 対象期間 （略） 
ロ 現場閉所対象日 

対象期間における全ての土曜日並びに日曜日とする。なお、受注者の都合により、 土

曜日又は日曜日に工事等を行おうとする場合、事前に監督員と協議のうえ振替現場閉所日

を設定することとする。振替現場閉所日は、同一週内において設けることを原則とする

が、土曜日の振替現場閉所日は翌週内に設けることも可とする。 
（２） ４週８休制 

イ 対象期間 （略） 
ロ 現場閉所対象日（１ヶ月以上） 

対象期間の月単位で28.5％（２／７）の現場閉所日とする。なお、月とは、対象期間内

の月の最初の日曜日から、最後の日曜日が属する週の土曜日までをいう。また、受注者の

都合により、第６条に基づき設定した現場閉所日に工事等を行おうとする場合、受注者

は、事前に監督員と協議のうえ振替現場閉所日を設定することとする。振替現場閉所日

は、現場閉所日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とするが、月単位の最終週にあ

っては、翌月の第一週内に設けることも可とする。 

    ハ 現場閉所対象日（１ヶ月未満） 

現場作業を行う期間が１ヶ月に満たない場合は、週単位で28.5％（２／７）の現場閉所

日とする。また、受注者の都合により、第６条に基づき設定した現場閉所日に工事等を行

おうとする場合、受注者は、事前に監督員と協議のうえ振替現場閉所日を設定することと

する。振替現場閉所日は、現場閉所日と同じ週単位の範囲内で設けることを原則とする

が、翌週内に設けることも可とする。 

 
Ｑ１ （１）完全週休２日制のロに定める「同一週内」における“週”とは、何曜日から何曜日までと

決まっているか。 
Ａ１ 日曜日で始まり土曜日で終わる一連の７日間を、ここでいう“週”の単位としている。そのた

め、土曜日に工事をする場合の振替現場閉所日については、原則として前５日間内に、日曜日に工

事をする場合においては後５日間内に設けることになる。 
   なお、土曜日については、前５日間内に振替閉所日を設けることが困難な場合には、翌週内に設

けることも可能としている。 
 
Ｑ２ 雨天により休工を決定した当日の朝、その日を振替現場閉所日にしたい旨監督員と協議したが、

振替日として認められなかった。なぜか。 
Ａ２ 要領第２条第２項において「現場閉所日とは、予め定めた現場の休工日のことをいい、予定外の

休工日は含めない。」としているため、条件に合致しない。 
なお、要領第３条（１）ロ並びに（２）ロにおいて「受注者は、事前に監督員と協議のうえ振替

別 紙 



現場閉所日を設定」するとしているところであり、令和３年１０月１日からは、事前に協議を行え

ば悪天候が理由であっても振替現場閉所日として認めることとしている。 
 
Ｑ３ 振替現場閉所日を設けるのに必要となる理由（＝受注者の都合）について、こういうものは認め

られないといった決まりはあるのか。 
Ａ３ なぜその現場閉所日に工事を行う必要があるのかについて説明してもらえれば、理由は幅広に採

用する。（Ｑ＆Ａ２にあるように、悪天候を理由とした予定外の休工日の代替として土曜日に工事

を行うような場合であっても、令和３年１０月１日からは、事前に協議を行えば振替現場閉所日と

して認めることとしている。） 
 
Ｑ４ 振替現場閉所日は、１工事当たり何回まで取ってよいといった決まりはあるか。 
Ａ４ 現在のところ、特に上限は設けていない。ただし、本取組は、担い手確保に向け、安定して休め

る建設業を目指すという趣旨で取組んでおり、それに反するような振替の使われ方が目立ってきた

場合は制限等について検討する。 
 
Ｑ５ いわゆる請道修、請河川工事で、現場閉所日として予定していた日に、発注者からの指示により

“穴ぼこ”や“落下物”の対応作業を実施した場合、現場閉所日ではなくなってしまうのか。 
Ａ５ 発注者からの指示に基づく作業のみを行った場合は、現場閉所日とみなす。 
 
Ｑ６ 実作業期間が１週間程度のものは発注時に対象として判断した方が良いか。 
Ａ６ 令和８年１月より、明らかに作業が数日で完了するものを除き、原則全ての工事を週休２日制の

対象工事として発注することを基本とする。 
 
 


